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スウ ェー デンの老人就労の試み
Th巴 Attemptsto use aged manpower in Sweden 

昨年の 8月から 9月にかけて、ヨーロッパ7ヶ

国を訪問し、老人対策、ボランティア活動等の視

察 ・調査を行ったが、その折に短期間ではあった

が、ス トックホ/レムで老人ホームをはじめ、老人

対策のあれこれを見聞する機会をもった。スウェ

ーデン訪問は 2回目であったが、いずれも短期間

で、その印象も群盲探象の域を出ることはない

が、その折に感じたことの 1 ~ 2 について触れて

みたい。

その 1つはストックホノレムに隣接するリデンゲ

市 (Lidingo)における高齢者 「就労」の試みに

ついてである。他の西欧諸国と同じように、スウ

ェーデンにおいても、老人(退職者一年金受給者〉

は、労働市場から離脱 し、 「仕事J (task)に就

くことがないのが一般的である。しかし、早期退

職の風潮が強まり、かつ平均余命の延長等によ

り、長 くなった老後を如何に過すかと いうこ とが

改めて問題となり始めている。それに加え社会の

側も、これらの老人たちを、資源的価値を有する

グノレープ (resoucefulgroup) とみるようにな

り、その能力の活用が社会的にも重要なことであ

ると いう認識が拡がり始めている。このなかで働

くことを希望し、かつ働く能力を有する老人たち

が、老人にふさわしい「仕事Jに従事する実験プ

ロジェ クトが試みられていた。 この老 人の 「就

労」 は、老人の能力を社会に役立たせることとと

もに、老人自身の福祉と健康の増進に役立たせよ

うとする ものであった。 1979年に約25人の老人た

ちが、就学前教育、学校教育、図書館、老人のケ

日本社会事業大学教授三 浦 文 夫

Prof. Fumio l¥1iura 

アやその他民間団体、企業等で仕事につき、 1980

年にはさらに交通安全サービス、公報、園芸、公

園の管理等の業務を加え、 60人の老人が仕事に従

事 している。その仕事はボラ ンティ ア的なもので

なく、ペイドワークであるのが特徴である。

この実験プロジェクトの暫定的総括をつぎのよ

うに行っている。ちなわち第1に老人たちは住居

の近く で、有償の 「仕事」に従事することに非常

な関心を示していること、第2に使用者や労働組

合等は老人を社会的資源として取扱うよ うになっ

てきたこと 、第 3に退職者組合等では老人の働く

権利に関心を示し始めたこ と、第4に老人は生き

がし、と孤立からの離脱などの教訓を学びとるよう

になってきたことなどがそれで、ある。もっとも最

近の不況に伴 う失業者が増加する状況のもとで、

このプロジェクトを一般化するには種々問題があ

り、 とくに労働組合の支持を得ることは、さらに

若干の日時を要するようである。この点はともか

くとして、退職者は仕事につかないとし、う従来の

考え方を修正しようとする動きは注目に価する。
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松 前重 義会 長・ 理事 長

北極星勲章一等コマンダ一章受章

Chairman Dr. Shig巴yoshiMatsumae was decorated 
wi th Command巴r，First Class of the Royal Order of 

the Polar Star. 

当研究所の会長兼理事長である松前重義東海大

学総長には、昨秋勲一等旭日大綬章を受章された

が、こ のたび日瑞両国間の学術、教育、文化の交

流に寄与された功績により、スウェーデン国王か

ら北極星勲章一等コマンダ一章を受章された。ま

ことに御目出度い限りである。

伝達式は 1月25日午後5時半から、東京の新高

輪プリンスホテノレ「白鳳の問」で行われた。その

1. I ときのグンナー ・ニクラウス ・ロネウス駐日大使

の言葉にもあったように、 1967年にスウェーデン社会研究所が創立されて以来一貫して会長

を、ま た1981年からは理事長を兼務されておられることが、授章の大きな理由となっているこ

とは、ご同慶にたえないところである。

祝賀会は、引続き午後6時から「飛天の間」で開催され、内外から約 3，000人がお祝いに参

集し、福田元総理をはじめとする来賓の祝辞があいつぎ、最後に井深ソニー会長の音頭により

乾盃したことであった。松前会長は、そのご挨拶の中で、 「スウェーデンのように、理性に基

づいた国づくり」に今後も全力を尽して国際交流に取り組みたいといわれたが、ますますご壮

健で、我が国民主主義の進展と、世界平和の確立のためにご活躍なさるよう切に祈念してご祝

詞とする次第である。

スウェーデン消費協同組合の現状

The Status of K F 

理事日本大学教授内 藤 英 憲

ProL Hidenori Naito 

1981年のスウェ ーデンの経済概況は、実質経済

成長率マイナス 0.9%、私的消費の伸び率はマイ

ナス1.5%、小売総売上の伸び率もマイナス 2.1 

%といたってよくない。

イーカおよび卸売組織のダガブの三つがそれであ

る。

1981年の売上シヱアは消費協同組合16.5%、イ

ーカ18.5%、ダガブは約14%のシヱアとなってい

消費協同組合庖舗の売上も下表のように、名目

的には伸びているが、 11%という激しい物価上昇

を考えると実質的にマイナスは明らかである。消

費協同組合運動はその懸命の努力にもかかわらず

表干後退を余儀なくされたようである。

|組ム 1." ""-.，，，.1 .t.."，."，. 1単 協 |
¥、|員長|組合数|広舗数 |売上 |売上

1，881 

1，883 

注)KF売上には付加価値税含まず。
資料 K F. Annual Report， 1979， 1980， 1981 

周知のようにスウェーデン小売業界には 3強が

存在する。消費協同組合、パイイングクツレープの

2 

る。

上記に属さなし、 5庖舗以上のチェーン組織とか

デパートとかが若干あり、それらを加えて小売業

界の52%がなんらかの大きな組織の傘下にあり、

残 りの48%がキオスクだとかベーカリ ーだとか、

伝統的な青空市場の庖舗だとか、特殊な単一商品

の庖舗だとかし、う独立小売商である。とはいえ全

くの未組織独立小売商はもはや 9%程度のシヱア

しかもたないといわれている。

こういうことであるから、消費協同組合の当面

のライバノレは、イ ーカおよびダガブである。もっ

ともダガブは組織的になお再編中であるので、そ

の中核をなすエンコー・オレーンスの大資本系列



(これは 7.5%のシヱアをもっ〉とビボおよびフ

ァーベノレのボランタリーチェーン(両者で約5.5%

のシヱアをもっ〕に分けて 4大組織としてみる方

が現在は統計的に便利である。

そこで消費協同組合であるが、協同組合国家ス

ウェーデンを代表するこの組織は、現に世界の範

たる地歩を固めており、戦後の流通革命の中で、

常にリーダーシップをとり、合理化につとめ、 19

60年において14.3%であったマーケットシヱアを

1970年には18.0%、1979年には18.1%と増加させ、

まさにスウェーデン流通業界に君臨してきたので

あったが、 1980年となってからはその発展にも少

しかげりがでてきたようにみえる。すなわちその

マーケットシヱアは1980年には17.1%と落ちこん

でいる。もっともこれは計算のベースとなる政府

統計の品目変更のためであって、実際には前年に

比べて 0.2%増であるといわれたが、 1981年には

更にそれが16.5%と落ちこんでいるから、少なく

とも最近の業績が芳しくないことを否定しえない。

イーカはどうか。イーカはもともと独立小売商

が結束して仕入機構をつくっている。いわゆるパ

イイングクVレープであるが、これはここのところ

着実に発展している。とくに食品については、消

費協同組合がここ10年間21-22%のシヱアで横ば

い的に推移しているのに対して、イーカはそれを

20%から30%へと増加させている。したがって非

食品も含めたマーケットシヱアでいって1974年当

時は16.1%であって消費協同組合より劣っていた

が， 1980年には17.9%、1981年には18.5%と遂に

消費協同組合を凌駕し、かわってトップの座を占

めるにいたった。

他方ダガブ系であるが、そのうちエンコー・オ

レーンスの大型庖舗中心の大資本グループは従来

から低調なのであって、 10年ほど前までは 9%程

度のシヱアをもっていたが、 1981年では 7.5%と

歴然と下降傾向にある。しかしもう 一つの核であ

るボランタリーチェーンのピボおよびファーベノレ

は1974年当時の 4.6%のマーケットシヱアからす

れば1981年には 5.5%とわずかではあるが上昇の

気配をみせている。

かくして、この不況下における組織間競争にお

いて端的にし、えば消費協同組合の落込みが目立つ

というのが実情である。とくに1981年の名目売上

高の伸び、率でいえば、イーカ13.8%、ピボおよび

ファーベノレ 9.8%、エンコー・オレーンス 9.0%

に対して、消費協同組合は 6.1%であって、もと

もと低調なエンコー・オレーンスより劣っている。

これは一体なにに起因するのであろうか、 一般

的な理由を見出すことはなかなか困難である。と

いうのは、スウェーデンで‘は大資本グループであ

るエンコー・オレーンス、グループが低調である

が、たとえばイギリスにおいては消費協同組合の

マーケットシヱアを喰っているのは、大資本であ

り、またボランタリーチェーンの本処、オランダ

においても、ボランタリーチェーンの経営を困難

ならしめているのは大資本グループだからである。

ただスウェーデンに関するかぎり、次のことは

いえよう。 1960年以来総庖舗数が約7万から現在

の5万に減ってしまうという合理化、したがって

唐舗の大型化が進んだわけだが、ようやくその反

動がきているということである。

たとえば、消費協同組合のハイパーマーケット、

オブスは、最大なものは 2，800台ものパーキン

グ・エリアをもつほど巨大であって、大いに期待

され、事実かなりの実績を示したのであるが、ょ

うやく消費者の中にもっと近くて販売時間の長い

庖舗がよいという声が聞かれはじめてきたからで

ある。イーカの成功も実はこの点にあるとし、われ

ている。すなわち消費協同組合の庖舗は大小あわ

せて、 1981年末で 2，018であるが、イーカのそれ

は、いずれも小規模ながら 4，010であって、消費

協同組合の 2倍の庖舗があり、それだけより身近

かな庄という消費者の最近のニーズによりよく応

えているからである。ちなみにシヱアをいくぶん

でも伸ばしているピボおよびフアーベノレが 1，020

とし、う相対的には多数の庖舗を擁しているのにひ

きかえ、低落傾向にあるエンコー・オレーンスは

大唐舗中心の 140庖舗で営業している。

もちろん柔軟な政策を持味とする消費協同組合

は、こういう消費者のニーズに応えるべくかなり

前からコンビニエンスストアを開設している。セ

ノレブス(都市部〉やネノレシェップ(郡部〉がそれ

である。これらは小規模でかつ夜間も営業するの

がその特徴である。これらの庖舗は現在260に達

している。

こういうことで、消費協同組合の新しい展開が

果してまき返しの方向に進みうるのかどうか。ま

た一般にいわれている協同組合運動の企業化傾向

に対する批判に対して、スウェーデン消費協同組

合運動などのような解答を与えようとしているの
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であるか。さらにはこのようなスウェ ーデン小売

業界の事情から、われわれはなにをくみとるべき

であろうか。解析すべくわれわれに残された問題

は、まことに興味深いものがあるといえよう。

資料 KF， Annual Report 1980， 1981. 

ICA， Facts & Figures， 1982. 

KF， Facts and Figures 81. 

スウェーデンの国連待機軍制度と災害援助活動の概要
Sweden's Stand.by Forc巴sIncluding Disaster Help Unit in the United Nations' Service 

元駐スウェーデン日本大使館参事官 松 下 正

Former Councillor to Japanese Embassy in Sweden Shozo Matsushita 

スウェーデンの国連待機軍(平和維持部隊〕に

よる平和維持活動は歴史も古く、その役割は国際

的にも高く評価されているところであるが、本件

制度、ならびに組織上、本件制度に組入れられて

いる災害援助活動の概要は、関係法令及び関係当

局(国防省国連部、外務省政務局〉の説明によれ

ば、次のとおりである。

(曲資料は主として1977年12月現在のものであ

るが、その後法制上及び制度上の変化はなL、。〉

1 法令上の規定

(1) 憲法上の制約

国軍を海外に派遣させるためには事前に国会の

承認を要する。即ち、政府はスウェーデンに対す

る武力攻撃を防ぐため軍隊を出動または海外に派

遣することが出来るが、直接攻撃を防ぐため以外

の目的のため軍隊を出動または海外に派遣するた

めには事前に国会の承認を要することが憲法に規

定されている(憲法第10章9条〕 。

(2) この憲法上の制約を回避するため、 「国連待

機軍に関する1974年7月9日付法律第 614号」に

より 、政府は、 国連事務総長より要請があること

を条件として、国軍を海外に派遣する権限を国会

から付与された。法律の要旨次のとおりである o

(1) 国防軍の中に国連待機軍(平和維持部隊〉を

組織する。(第 1条〉

(吋 国連事務総長の要請に基づき、政府は待機軍

を、国連の平和維持活動に参加せしめるため国

連の指揮下におくことができる。(第2条〉

政府は更に、天災等災害の救助活動のため海

外への待機軍派遣を決定することができる。

(第 2条〉

付待機軍は、最高 2ケ大隊及び最高 1ケ大隊に

相当する特別部隊(技術要員〉から成る。

(第 3条〕

4 

幸一室
μ) この法律は1964年の法律を改正したものである。

これまでは待機軍を派遣する場合その都度国会の承

認をえていた。最初待機軍が組織され派遣されたの

は1956年で、ある。

(ロI (オーストリアの例〉

オーストリアは待機軍を派遣する際にその都度国
会の承認を要するとされている。 1974年5月国会の
承認をえてシナイ半島に派遣した待機軍(WNEF) 

をゴラン高原に移動させた (UNDOF)が、その
進軍の途中国会の承認をえていなかった事に気付き 、

一時進軍を停止させ急速承認を求めたことがあった

由。

(3) 国連待機軍に関する政令 (SFSー 1976:152)

上記の法律の細則であるが、要点は次のとおりで

ある。

げ) 最高司令官は、国連待機に関する法律第 1条

に規定する待機軍を募集し、これを訓練する。

(第 1条〕

註、志願者は主として現役を終えた者の中から

募る。

訓練地は、ストレグネス第10装甲連隊及びリ

ンシェーピング第4歩兵連隊である。

(ロ)待機軍への採用は契約によって行う。

(第 3条〉

註、契約の当事者は陸軍司令官と志願者本人で

ある。

参考所謂‘Nordicstand.by Forces in United 

Nations' Service'について

これは、北欧諸国共同待機軍制度の構想である。
1959年当時の国連事務総長ノ、ンマlレ、ンュノレド (Ha.

mmarskjoldスウェーデン籍〉がアイスランドを除
く北欧各国の国防相に書簡を発し、北欧諸国共同待

機軍を組織すべしとの提案を行った。

これをうけて各国国防相が協議の結果作業グノレー

プを設置した(1963年)0 この作業グ/レープの答申
に基いて各国政府は、共同待機軍の編成案を夫々の
国会に提出し、各国会は一応これを承認したが、最
終段階でデンマークが脱退し、日の目を見るに至ら
なかったので‘ある。よって、各国は別々に待機軍を



設置し、夫々これを国連の指揮下におき、必要に応

じて各国間で協力することとなった。その協力の態

様として差し当り部隊の輸送面での協力が考えられ

るとされている(例えば、派遣地域への輸送を共同

で、行って能率化を計る等〉。

2 国連の平和維持活動に対するスウェーデンの

寄与(1976年6月30日現在〉

地 域 年 延人数
OBSERVERS (士官)

the Middle East(ノfレスチナ〉 1948- 495 
Kashmir 1951- 93 
Greece 1952-54 3 
Egypt IS56 1 
Lebanon 1958 83 
New Guinea 1962 7 
Yemen 1963-64 8 
BATTALIONS 

Gaza 1955-67 12，160 
Sinai 1973 3，667 
Congo 1960-64 5，331 
Cyprus 1964- 14，695 
TECHNICIAN CONTINGENT 

Congo 1960-64 1，002 
MEDICAL CONTINGENT 

Rafah 1963-65 503 
REGULAR TECHNICAL SOLDIERS 

Peru 1970-71 85 
OTHER INTERNATIONAL SERVICE 

NNSC 

Korea 1953- 751 
OBSERVERS (土官〉

Nigeria 1968 22 

計 47，906人

3. 予算、経費

(1) 待機軍の予算は、国防予算に一般国防費とは

男lj枠としてつけられる。

(単位1，∞OKr)

1975/76 14，949 (実施額)

1976/77 11，800 ( 11 ) 

1977/78 16，000 (予算額〕
01979/80 92，000 ( 11 ) 

01980/81 40，000 ( 11 ) 

(註o印は派遣先がキプロス 1ケ所になったため

削減された。山崎前防衛駐在官の資料による。〉

(2) 待機軍の平均給与は月額約1，100ドノレ (1977)

で、通常本国での給与よりも約 8-10%高い。そ

の他、宿舎、衣服、食事等の無料給付がある。課

税上の恩典はない。

(3) (国連からの refund)

待機軍派遣経費の 1部を補填するため国連から

refundがある。 refundの額はその都度異なり 一

定 していない。例えばシナイ半島への派遣に対し

ては兵員 1人当り月 500ドルであった。将校及び

エキスパートに対しては別に200ドノレ前後 refund

される。

4. 災害援助活動

(1) 組織

天災等災害に関する1973年国連総会決議による

加盟国への要請に基づいて設立されたものである。

この活動は前記のとおり、組織上1974年の法律第

614号により当国の国連待機軍制度の中に組入れ

られfこ。

(2) 構成

この災害援助ユニットの要員は 159名である。

コマンダーの下に次の 4部門に分れている。

Survival (食料、医科、バラックの建設等〉

Mass-Health (公衆衛生〕

Technical assistance (援助活動の技術面を

担当〕

Transportation (輸送〉

(3) 採用、訓練

要員は軍歴の有無を問わず前記4部門の目的に

適した前歴のある者をすべて civilianとして採用

する。

訓練はそれぞれの目的に適した方法で最高 1ヶ

月を限度とし、主としてストレグネスの第10装甲

連隊の中で行われる。

(4) 予算等

待機軍そのものの予算は前記のとおり国防省に

別わくとしてつけられるのに反し、災害援助予算

は外務省につけられる。そして SIDA(一般の対

外援助機関〉を通じて国防省に支給される。 1979

/80の予算は400万Kr.であった。予算は繰越し可

能である。別に SIDA本来の予算の流用も可能で

ある。また、年間派遣数に制限はない。

外務省がこの制度に関与するのは予算面の他、

国連との連絡(事務総長、難民高等弁務官、 WF

P等〉、災害の現状調査、圏内連絡調整のためで

ある。外務省の専従員は担当書記官 1名だけで、

その上に課長(他の事務を兼務〉がいる。組織、

募集、訓練はすべて国防省がこれに当る。要員に

は圏内での待機費として月 50Kr支給される。

(5) 実績 1979年現在ソマリアに 9名、タイに15

名、カンボディアに 4名派遣されているが、こ

れらはこの制度発足以来初めてのケースで、い

づれも食料の配給を主とし、医療にもたづさわ

っている。

5. その他

(1) 現在の待機軍の編成は、 1ケ大隊約 600名、

特別部隊約 400名である。 (1977年12月〉

(2) 待機軍志願者の主な動機

比較的年配者の中には世界平和のためという理

想に燃えた者も見られる。しかし、 一般の若い志

願者には冒険と経済的な余裕が大きな魅力となっ

ている。 (6ページにつ Yく〉

5 



祝ガデリウス株式会社創立 15周年
一Congratulationfor the 75th Anniversary of Gadelius KK-

当研究所ならびに日瑞基金の法人会員として、夫々の設立以来多大のご支援をいただいてい

るガデリワス株式会社 (GadeliusAB)は、昨年11月7日目出度く 創業75周年を迎えられ、駐

日スウェ ーデン大使ほか多数の来賓出席の下に、蒲郡市において盛大な記念式典が挙行された。

同社は1907年に横浜で事業を開始されて以来、スウェーデンの開拓的会社としてのみでな

く、 我が国における外資系会社の最も古い会社のーっとして、技術および貿易の面で、日瑞両

国の交流を計る 止共に、電力をはじめとする国民生活の向上と福祉に多大の貢献をされてきた。

ジョーナス・ ゴロー ・ガデリス (Mr.]onas Goro Gadelius)取締役会長ほか関係者各位の

今後の限りないご健康とご健斗を祈念しつつ、遅ればせながら心よりご祝詞を 申し上げる次第

である。

K F 会長一行来日

スワェーデン消費協同組合連合会 (KooperativaForbundet)の会長一行が1月9日に来日 され

た。滞在4日間という過密スケデューノレであ ったが、9日夜、 大使公邸で GunnarLonaeus大使

御夫妻によるパーティが聞かれた。大使館側から大使御夫妻のほか、 Tord Samuelson商務参事

官、MagnusRobach報道官等が出席され、 日本側からは関係者と して小森祐三全国農業協同組

合連合会常務理事、山内啓三郎同生活部長、勝部欣一日本生活協同組合連合会専務理事、栗本昭

同国際担当、高田ュ リ主婦連合会副会長等が出席されたが、当研究所からは高須裕三理事と 内藤英

憲理事が出席した。

なお来 日されたKFメンパーは次のとおりである。

Mr. Hans Alsen...............Chairman 

Member of Parliament 

Mr. Olof Andersson...... ...Vice Chairman 

Sectional Head， Swedish Tele Adm. 

Mr. Ake Lundqvist ・・・・・・0・Secretary 

City Commissioner 

Mr. Lennart Pettersson ... Vice Secretary 

Member of Parliam巴nt.

Mr. Werner ]onsson ...... President of the Stockholm 

Consumer Cooperative Society 

Mr. Rudolf Wallden.........President of the KF Industries 

(5ページよりつゾく〉

志願者の教育程度は英語を多少解する等一般の

兵役義務者よりも幾分高い。 士官の大半は大学教

育を うけている。

帰国後元の職場に復帰を希望する場合、公務員

たると民間人たるとを問わず、法令の規定により 、

その復帰を拒否できないことになっている。

(終〕

(3) 帰国後の身の振り 方


